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山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等検討委員会専門部会

設置要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等検討委員会

設置要綱第７条第２項の規定に基づき、山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保

存・活用等検討委員会専門部会（以下「専門部会」という。）の設置に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 専門部会は、山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等検討委員会

（以下「委員会」という。）の会長（以下「会長」という。）の指示により、委員会に提案す

る事項その他山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書に関し必要な事項について専門

的に調査・検討し、協議案を作成するものとする。 

（組織） 

第３条 専門部会は、保存調査検討部会、活用調査検討部会、受入環境調査検討部会及び記念

式典検討部会の４部会とし、田川市長が参画依頼し、又は任命する委員をもって組織する。 

（部会長及び副部会長） 

第４条 専門部会に、それぞれ部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、各専門部会の委員の互選により定める。 

３ 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。 

３ 専門部会は、必要に応じて合同の会議を開催することができる。 

（報告） 

第６条 部会長は、専門部会の協議の経過及び結果について、会長に報告するものとする。 

（庶務） 

第７条 専門部会の庶務は、田川市の担当部課がそれぞれ行う。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要領は、平成２３年９月１５日から施行する。 

 


